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はじめに  
  

 公益財団法人 愛知県林業振興基金が平成 6（1994）年 2 月に財団法人として設立さ

れ、本年で 30 年を迎えることとなりました。 

 本基金設立から 25 年を迎えた平成 31(2019)年１月に 25 年の歩みを発刊したところで

あります。 

  このたび基金設立 30 年を迎えるにあたり、この 5 年間で基金が行う事業内容が大き

な改革を成し遂げたことから、５年間をふりかえりつつ今後の基金のありかたを考察するこ

ととしました。 

  まずは、本基金設立以来の事業の柱の一つでありました、基金の運用益による事業

展開が低金利時代を迎えて令和 5 年度には平成 30 年度と比べて３分の１程度の収入

しか得られない状況となり、独自事業として展開してきた高性能林業機械の保有台数は

令和 4 年度以降は３台となっています。 

 こうしたなか、林業経営体が高性能林業機械のオペレーターの技術向上のための研

修を行う場合、機械の賃借料に対する助成措置を講じるなど、引き続き本県林業の機

械化を推進する役割を担っていくこととしました。 

 また、林業の担い手確保・育成事業においては従来から実施してきたフォレストワーカ

ーの育成研修に加え、令和２年度からはフォレストリーダー研修を開始することによって、 

研修体制を強化したところであります。 

 また、平成 28 年度から指定管理者として「愛知県植木センター」の管理運営業務を実

施してきました。引き続き令和３年度から 5 年間、指定管理業務を実施しています。 

 こうした取組に加え、令和２年度から新たな公益事業に取り組んでまいりました。 

令和２年度から３年度までは、愛知県産の木材を使用して住宅を建築している県内の工

務店に対して、木材利用量に応じた助成金を交付する事業に取り組みました。 

 令和 5 年度からは、小面積で林業活動では手入れの進まない人工林の整備を実施す

る林業経営体に助成する事業を開始しました。 

 このように、本基金は本県の林業が抱える課題に対し、先導的な事業を展開することに

より林業の振興に貢献してまいります。 

 今後とも、関係各位の皆様のご指導、ご協力をお願いいたします。 

  

 

 

   令和 6 年３月 

                    公益財団法人 愛知県林業振興基金 

                    理事長      野田 俊昌 
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１ 組織体制の強化 

(1) 執行体制の強化 

愛知県からの受託事業の増加に伴い適切な事業執行を図るため、令和 2 年度から代表

理事を常勤とし、理事長をもって法律上の代表理事とすること。また、理事のうち業務執行

理事を常務理事とする旨の定款の改正を行った。現在は常務理事が事務局長を兼務して

いる。 

 また、本部の執行体制を強化するため令和 4 年４月１日から事務局長以下７名の人員配

置とした。 

 

(2) 令和 5 年 4 月１日現在の執行体制 
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２ 基金運用益の推移 

 平成 5 年度（平成 6 年 2 月 18 日）に愛知県から 10 億円の出えん金がなされ、以降平成７

年度までに愛知県から 27 億円、三河地域（当時森林組合を有した）の 21 の関係市町村、

森林組合及び愛知県森林組合連合会から３億円の出捐を受け、基本財産の合計額は 30

億円となった。 

 この基本財産の運用益を収入として、①高性能林業機械活用、②林業担い手の育成、③

普及啓発。の事業を実施してきた。 

 しかしながら、昨今の低金利の影響を強く受け平成 9 年度には 90,101 千円あった運用益

が、平成 30 年度には 34,404 千円となり、地方債の借り換え時期も近年に集中したこともあ

り、令和 4 年度には 11,787 千円にまで減少した。 

 地方債は金利が高い 20 年債を主に購入しているものの、令和 5 年度から 9 年度までは年

間 11,837 千円程度の運用益となっており、当面は運用益の増は見込むことができない状況

にある。（図２ 参照） 

（図２） 
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３ 高性能林業機械の活用 

（１）  状況   

本県の林業の機械化は基金が購入した高性能林業機械を認定事業主に低価格で貸し

付けることにより推進してきたところである。平成 6 年度にプロセッサとタワーヤーダを 1 台購

入したのが最初で、その後保有台数を増やしピーク時の平成 18 年度には 31 台を保有して

いた。当時、県ではプロセッサ、スイングヤーダ、フォワーダによる低コスト木材生産システム

（いわゆる 3 点セット）を積極的に推進していた。 

 平成 20 年度における県内の高性能林業機械の総数は 37 台で、そのうち 30 台を基金が

所有していた。 

 平成 21 年度以降は林業経営体が自ら高性能林業機械を購入する形態に変化し、基本

財産運用益の減少と相まって、基金の新規購入は減った。また、耐用年数を過ぎた高性能

林業機械は認定事業主に売却してきたことから、令和 4 年度には 3 台を保有するに至った

（図３）。 

 他方、県内の林業経営体等が保有する高性能林業機械の台数は愛知県林業統計書によ

ると令和 3 年度末現在 95 台となっている（図４）。 

（図３） 
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(図４) 

 

 ※） 愛知県林業統計書を参照 

 

(2) 課題と対応 

今後、令和 18 年度まで運用益の増加が見込まれない状況のなかで、本県の林業経営体

が保有する高性能林業機械は老朽化が進み、機械の更新への国の支援はハードルが高い

ことに加え小規模の林業経営体では高性能林業機械を購入する資金調達が難しい。   

 こうしたことから今後も基金としては高性能林業機械の活用に対する支援を継続させること

が必要との認識のもと対策を講じている。 

 まずは、基金の当該事業年度において余剰金が生じたときには、その金額を高性能林業

機械の取得又は改良のための機械準備資産に積立を行うことができる規程「公益財団法人
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愛知県林業振興基金資産取得資金取扱規程」を理事会の決議を経て令和 5 年 3 月 1 日

から施行することとした。 

 このほか、令和元年度からは林業の担い手確保・育成事業のなかで、高性能林業機械の

操作技術向上に取り組むために、林業経営体が臨時的に導入する機械の賃借経費に対す

る支援を創設した。 

当初は、林業経営体からの申請は少なかったが、制度が周知されるにつれ申請が増加

し、令和 5 年度には県内の 10 経営体（延べ 18 申請）に対して総額 7,877,055 円の助成を行

い、林業経営体が自ら機械を所有するのでなく必要な時に必要な機械を賃借する動きは今

後も増加していくと予想される。 
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４ 林業の担い手確保・育成事業 

(1)  担い手の確保の状況 

  平成９年度に愛知県から(財)愛知県林業振興基金が県内唯一の「林業労働力確  

保支援センター」に指定され、林業雇用改善促進事業（厚生労働省）を受託し、林業雇

用改善アドバイザーによる、認定事業主への雇用改善に関する指導や研修及び、林業

就業希望者に対する就業相談や支援講習などを行ってきた。 

 令和２、３年度においては、この事業を他の民間企業が厚生労働省から受託したこと

で、事業を停止していたが、令和 4 年 11 月以降再び受託契約を再開している。 

平成 13 年度からは全国森林組合連合会が主催する「森林の仕事ガイダンス」に参

加し林業への就業希望者に対し愛知県の林業と林業経営体の状況を提供し、相談に対

応している。 

 また、令和 2 年度からは（公社）岐阜県森林公社、(公社)みえ林業総合支援機構と

の合同開催により、それぞれの県内の認定事業主も参加した「森林の仕事ガイダンス」を

開催している。さらに令和元年度からは、矢作川流域及び豊川流域において県内の認

定事業主の参加による「流域ガイダンス」も実施している。 

 これらのガイダンスのほか、森林・林業の仕事を県民の方々に理解してもらうための

「森の仕事 PR」や、県内の林業関係高校生を対象にした「林業高校生体験講座」、認定

事業主が受け入れるインターンシップにかかる経費に対する支援も実施している。 

  このように年間を通じた幅広い事業を行うことにより、担い手確保に取り組んでいる。 

 

(2)  担い手の育成の状況 

基金設立（平成６年度）当初の担い手対策は、認定事業主に雇用される林業作業員

の 福利厚生と雇用の安定を目的として社会保険料の助成や退職金共済制度掛金の助

成が主体であった。 

    また、県が行う林業新任者技術研修への森林組合職員の参加促進のための助成を

行っていた。 
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平成９年度に愛知県から(公財)愛知県林業振興基金が「林業労働力確保支援センタ

ー」に指定されて以降、本基金において新規就労者研修及び基幹労働者研修を実施す

ることとなった。 

 一方、昭和の後半から減少の一途をたどってきていた林業従事者は平成７年には全

国で 9 万人（愛知県林業統計書参照）となり、１０万人を割り込む状況となっていた。 

 こうしたなか、平成 14 年度の国の補正予算において「緑の雇用担い手育成対策事

業」が創設され、平成 15 年度から全国規模で事業が開始された。 

 その後、平成 22 年林野庁において林業労働力者が林業に定着するための方策を

取りまとめた「林業労働力の確保の促進に関する基本方針」が改正され、平成 23 年度か

ら「緑の雇用事業」が創設された。 

 本基金では「緑の雇用事業」を全国森林組合連合会より受託し、新規就業後 3 年

間の研修を行う、「フォレストワーカー（林業作業士）」育成研修を実施してきた。 

 また、令和２年度からは、それまで基金では実施してこなかった就業後通算５年以上

の経験者を対象とした「フォレストリーダー（現場管理責任者）」育成研修を新たに実施し、

林業の現場管理、現場で働く人材の安全管理や生産性向上などを行う作業班長の役割

を担える人材の育成に取り組むこととした。 

 

(3)  森林環境譲与税を活用した新たな担い手育成事業 

 平成３１年３月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環

境税及び森林環境譲与税が創設された。「森林環境税」は令和 6 年度から、個人住民

税均等割の仕組みを用いて、国税として一人年額 1,000 円を徴収するもので、  「森林

環境譲与税」として令和元年度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、

林業就業者及び人口による客観的な基準で按分して譲与されている。 

  都道府県に譲与される譲与税の使途として法律では、森林整備を実施する市町村の

支援等に関する費用とされている。 

   愛知県においては、森林情報の整備、林業の担い手対策、木材の利用促進の３つ

の施策を実施している。 

   このうち、林業の担い手対策の一部を、令和元年度から本基金が県から受託して事

業を実施している。 
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  令和５年度における担い手確保及び人材育成の体系を整理すると下図５のとおり。 

 

（図５） 

 緑の雇用 林業就業者支援 森林環境譲与税を活用した各種研修 

林業への就

業支援 

森林の仕事ガイダンス（全森連主催、愛知・岐

阜・三重合同開催） 

・就業支援研修（20 日

間コース） 

・林業就業支援アドバ

イザーの配置 

・森の仕事 PR 

・エリアガイダンス（矢作川・豊川流域で

それぞれ開催） 

・林業高校生体験講座 

・インターンシップ支援 

認定事業主

への就職後 

（森 林環 境

譲与税活用

事業におけ

る研修対象

は認定事業

主への就職

者に限定し

ていない。） 

フ
ォ
レ
ス
ト
ワ
ー
カ
ー
（
林
業
作
業
士
）
の
育
成 

就業１年目・・・集合研修及び、OJT 研修 

・道具のメンテナンス、チェーンソー特別

教育、造林、下刈、間伐、玉掛、刈払い

機安全講習、小型移動式クレーン、森林

調査、わな 

  

就業２年目・・・集合研修及び、OJT 研修 

・走行集材機械特別教育、資材・道具の

メンテナンス、かかり木処理、車両系建

設機械、はい作業、造林・育林フォロー

アップ、チェーンソー伐倒フォローアッ

プ、不整地運搬車運転技能講習、森林

調査フォローアップ、機械集材装置の運

転業務 

就業３年目・・・集合研修及び、OJT 研修 

・かかり木処理フォローアップ、チェーン

ソー伐倒・造材・集材、簡易架線集材装

置特別教育、高性能林業機械による造

林・集材、森林作業道開設 

フ
ォ
レ
ス
ト
リ
ー
ダ
ー(

現
場
管
理
責
任
者)

の
育
成 

就業５年程度・・・集合研修 

    

 
就
業
六
年
目
か
ら
十
年
目
の
技
術
者
養
成 

・林業現場技能者育成研修 

 林業の高度な知識や技術の習

得 

・枯損木等伐倒技術研修 

 枯損木等の伐倒に際して、安全

な作業方法、知識の習得 

・アーボリカルチャー技術習得研

修 

 ロープワーク等による特殊伐採

技術の習得 

・現場マネージャー養成研修 

 伐倒技術と指導者の能力向上

を目的 

・野外レスキュー講習 

 労働災害等に際し、適切な救命

救急処置等ができるよう、技術・

知識の習得 

・森林整備高度技能者養成研修 

 労働安全衛生規則に基づく林

業架線作業主任者免許取得 

・航空レーザーデータ活用技術習

得研修 

 航空レーザ計測の解析データを

利用した森林マネジメント支援

システムの操作活用 

 就業 10 年程度 

全国森林組合連合会主催のフォレストマ

ネージャー研修への支援 
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    森林環境譲与税活用事業は、担い手の確保・育成にかかる事業として、ガイダンス

や林業の技術習得を支援するための以下の取組を実施している。 

 

①  林業経営体育成 

林業経営体の職員を対象に、森林・林業の現状分析や経営課題の研修を実施す

るともに、経営ビジョンの策定及びその実践を支援することにより、意欲と能力のある

林業経体を育成する。 

②   新規林業就業者支援 

新規林業就業者を雇用した林業経営体の事業主に対して、必要となる用具や講

習等に必要な経費を助成する。 

③   高性能林業機械活用支援事業 

  高性能林業機械の操作技術向上に取り組むため、林業経営体が導入する高性能

林業機械の賃借経費を助成する。 

④   林業労働安全衛生支援事業 

作業時に必要となる防護装置、衛生用品、ＳＯＳ発信などの通信機器の導入費用

を助成する。 

⑤   林業経営体人材育成支援 

  林業経営体の技術者の育成及び労働安全の徹底を図るため、林業経営体が行う

労働安全等に関する研修に必要な経費を助成する。 

⑥   森林経営管理制度推進支援 

  森林経営管理制度の円滑な推進を図るために市町村の支援を行う。  
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（４） 課題と対応 

  林業就業者の推移は、愛知県が実施している調査を元に本県が直面している課題を

整理すると、①林業労働者数は平成 20 年 583 人、平成 25 年５３９人、平成 30 年５５８人

で、この 10 年間はほぼ横ばいで推移している（図 6）。一方で、新規林業就業者数は平

成 26 年から平成 30 年までの５年間で 167 人となっている（図 7）。これらのことから推察す

ると、５年間で 148 人が離職していることになる。 

（図６） 

 

 （出展：愛知県林業統計書） 

（図７） 

 

  （愛知県農林基盤局林務部林務課調べ） 
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②毎年４０人程度の新規林業就業者の内、緑の雇用事業によりフォレストワーカー研修

を受講している者は毎年 10 人程度であることから 3 分の 2 以上の新規林業就業者は全

国レベルで実施されている体系的な教育カリキュラムに基づく研修を受講せずに現場の

作業に従事していると推察される。 

こうしたことから、基金では愛知県と連携し林業労働者の確保のためのガイダンス、イ

ンターンシップの実施や、ホームページなどによる林業就業希望者への就業相談に引き

続き取り組むとともに、愛知県に対して認定事業主が緑の雇用事業に取り組むよう、積極

的な働きかけを実施するよう要請している。 

加えて、県内では小規模な林業経営体が多いという現状（図８）から、経営基盤を強化

し、労働者の給与・福利厚生等を向上させることが必要で、生産性向上のための機械化

の支援や、公共事業等を受注できる体制を確立できるようにサポートを行っていく必要が

ある。 

（図８） 

 

（公財）愛知県林業振興基金調べ（令和 4 年度調査結果より） 
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５ 緑化用樹木の生産振興及び造園技術の向上・普及事業 

（１）  植木センターの指定管理 

  愛知県は、全国有数の緑化用樹木の生産地である稲沢市に、緑化用樹木の生産や

造園に関わる方々へ、知識と技術の向上を図るため、愛知県農林業振興施設条例に基

づき、昭和 61 年(1986 年)に愛知県植木センターを開設した。 

その後植木センターは平成 12 年度から、社団法人愛知県農林公社が県から業務を

受託し、平成 18 年度からは同公社が指定管理者となって施設の管理運営がなされてき

た。 

平成 28 年度からは公益財団法人愛知県林業振興基金が令和 2 年度までの 5 年間、

愛知県から任意の指定管理者として管理運営を行い、令和３年度から令和７年度までの５

年間引き続き任意指定による指定管理を行っている。 

植木センターの指定管理業務は、以下のとおり。 

①  緑化用樹木の生産及び造園に関する知識及び技術を習得させるため、農林業関係

者に対し指導及び研修を行うこと。 

②  緑化用樹木の生産及び造園に関する技術の調査を行うこと。 

③  農林業関係者に緑化用樹木生産及び流通に関する資料を利用させること。 

 

(2) 植木センターにおける技能講習 

植木センター管理事務所は、労働安全衛生法関連法令に定める①小型移動式クレー

ン運転技能講習、及び②玉掛技能講習（特例講習）について、愛知労働局から登録を受

け、講習を実施している。 

また、資格取得講座として、刈払機作業者安全衛生教育、小型車両系建設機械運転

特別教育を実施している。 

 

(3)  各種研修 
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年間をつうじて、緑化木生産や造園施工に関する基礎的な研修として「基礎講座」、

緑化木生産の新知識や造園技術の向上のための実務的な研修として「実務講座」、身

近な緑・樹木についての知識や活用方法などを習得するための「一般講座」を実施して

いる。 

 

(4)  調査研究 

緑化木生産および造園に関する諸課題の解決を目的として、種々のテーマを設定した

調査研究を実施している。 

  令和５年度においては以下の３課題について調査研究を実施している。 

・ ポットの水抜き穴や色とルーピングの発生との関連を調査（令和３年度～５年度） 

・ 当地方の緑化木に発生する病害虫等の実態についての調査（令和 4 年度～6 年度） 

・ 植栽からある程度経過し、老齢化・大木化した緑化木の調査（令和５年度～７年度） 

 

(5)  情報の提供 

 緑化木生産者の経営の参考にしていただくために、県内の植木市場動向の最新情報

の提供を行っている。 

また、植木に関する様々な話題を「植木センターだより」として、年３回定期的にホーム

ページ上で掲載している。 

 

（６） 課題と対応 

昭和 61 年のオープン以来 35 年が経過し、施設の老朽化に対応するため令和４年度

に愛知県による長寿命化工事により本館棟の改修がなされた。 

 しかしながら、工事の対象外となった利用者の安全を確保するための駐車場の区画線

や研修や場内整備に必要不可欠な設備及び、愛知県から貸与されている備品等の老朽

化は改善が進まないのが現状である。 
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 また、植木センターの指定管理は任意指定となっており、植木センターの管理費は

年々シーリングによる削減がなされており、指定管理を行っていくことが困難な状況になっ

てきている。 

 こうしたことから、令和７年度末で期限が切れる指定管理について、令和８年度以降の

対応を愛知県と協議をしていく必要がある。  
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６ 木材の生産・利用の推進及び森林整備に関する事業 

(1)  状況 

 令和 2 年度において、新型コロナウイルスが全世界でパンデミックを起こし、わが国で

も感染者が急増し、経済活動に多大な影響を及ぼす事態となった。 

 こうしたなか、県では緊急経済対策として県産木材の需要拡大を進めるために、県産

木材を使用して住宅を建設する工務店に対する助成のための補正予算が編成された。 

 当基金は県からの補助金を受け入れ、尾張部や名古屋市内に営業所等を設置して

いる工務店等に対する助成を行った。 

 本事業を行うに当たっては、定款第 4 条を改正し、第 4 号として新たに「木材の生産・

利用の推進及び森林整備に関する事業」を定めたうえで、県の公益認定審査会の認定

を受け、令和 2 年度から 3 年度の 2 か年にわたり事業を実施した。 

 また、令和 5 年度には、小面積で林業活動では手入れの進まない人工林の整備を実

施する林業経営体に助成する、「人工林整備促進支援事業」を創設した。 

 

(2)  課題と対応 

 県からの受託又は、補助金を財源とした事業展開となっていることから、県の予算編成

の過程による財政当局との議論により事業内容の変更が発生する。 

 公益財団法人である基金は、事業内容の変更にともない県の公益認定審査会による

事業認定を受けなければならない。という大きな制約が存在する。 

 こうしたことから、県において事業を発注するグループと基金の事業について指導監督

を行うグループとの調整をしっかり行っていくことが必要不可欠と考える。 
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７ 今後の公益財団法人愛知県林業振興基金の展開 

(1)  新しい資本主義の実現に向けた公益法人の制度改革 

 令和 5 年 6 月 2 日、内閣府に置かれた「新しい時代の公益法人制度の在り方に関す

る有識者会議」において最終報告が公表された。 

 大きな見直し項目として、将来の事業展開・拡充のための公益充実資金の創設、収支

相償や遊休財産規制の見直し等となっている。 

 今後のスケジュールは令和 6 年に「公益法人認定法」の改正案が国会に提出され、

令和 7 年度に新公益法人制度が施行される予定となっている。 

     

(2)  制度改革の主な内容 

①  中期的な収支均衡の確保  

「公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならな

い」とされている現行の規定を、公益目的事業の収入と適正な費用について中期的

な均衡を図る趣旨が明確になるよう法律を見直す。 

②  公益充当資金（仮称）の創設 

 将来の公益目的事業の発展・拡充を積極的に肯定する観点から、「公益充実資

金（仮称）を創設する。当該資金の積立ては「中期的な収支均衡」の判定において

費用とみなす旨を法律で規定する。 

③  変更認定に係る行政手続については、「事業の公益性（不特定かつ多数の者の利

益の増進への寄与）に実質的に大きな影響を与えない変更」であって、かつ、「当該

変更後に不適切な事態が発生した場合には事後の監督手段で是正しうると想定さ

れるもの」は届出事項とする方向で検討する。 

④  認定等審査の迅速化、透明性・予見可能性向上のため、認定等審査に当たり申

請者に対して求める書類を簡素化・合理化し、明確化する。 
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⑤   その他、法人運営に関する情報開示の充実やわかりやすい財務情報の開示、法

人情報の利活用の向上、法人の自律的なガバナンスの充実、理事会・監事等の機

能強化、行政による適正な事後チェックなどが改正される予定。 

  

(3)  基金としての対応 

 当基金としては、こうした制度改革を踏まえ、愛知県の林業振興政策と連携し中長期

的な運営を行っていくことが求められている。 
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働
省

か
ら

林
業

雇
用

改
善

促
進

事
業

を
受

託
開

始
〇

愛
知

県
監

査
員

事
務

局
に

よ
る

財
政

的
援

助
団

体
等

監
査

(9
.1

1.
8)

（
ア

ド
バ

イ
ザ

イ
ー

相
談

活
動

、
調

査
研

究
、

セ
ミ

ナ
ー

等
）

〇
基

幹
林

業
労

働
者

研
修

、
新

規
就

労
者

研
修

を
開

始
〇

〇

〇
10

年
度

第
3回

理
事

会
に

お
い

て
、

基
本

財
産

の
管

理
に

つ
い

て
保

有
す

る
一

般
事

業
債

を
逐

次
売

却
、

公
共

債
当

の
保

管
に

移
行

さ
せ

る
よ

う
議

決
。

(1
1.

2.
18

)
〇

〇
機

械
巡

回
点

検
委

託
事

業
を

開
始

〇

〇
基

本
財

産
の

運
用

管
理

、
運

用
要

領
を

制
定

(1
2.

11
.2

)
〇

〇
〇 〇

評
議

員
会

に
高

性
能

林
業

機
械

活
用

検
討

部
会

を
設

置
(1

2･
11

･3
0)

〇
㈶

愛
知

県
林

業
振

興
基

金
情

報
公

開
要

綱
を

制
定

(1
4.

2.
4)

〇
就

業
前

林
業

作
業

体
験

を
開

始
（

津
具

村
）

〇
林

退
共

掛
金

助
成

限
度

額
を

引
き

上
げ

(1
3.

9.
1 

30
0円

/1
人

・
1日

⇒
45

0円
/1

人
・

1日
）

〇

14
〇

財
政

的
援

助
団

体
等

監
査

に
お

い
て

委
員

監
査

(1
4.

11
.2

7）
〇

森
林

の
仕

事
の

研
修

会
開

催
(1

4.
10

.1
 

産
業

貿
易

会
館

）
〇

〇
高

性
能

林
業

機
械

施
業

促
進

事
業

の
助

成
基

準
の

一
部

改
正

〇
緑

の
雇

用
担

い
手

対
策

事
業

を
開

始
（

作
業

ポ
イ

ン
ト

等
設

置
に

対
す

る
助

成
率

の
ア

ッ
プ

等
）

〇
林

退
共

の
助

成
限

度
額

の
引

き
上

げ
（

46
0円

/1
人

・
１

日
)

〇

16
〇

基
幹

林
業

労
働

者
研

修
を

開
始

17
〇

青
年

森
林

協
力

隊
活

動
推

進
事

業
を

開
始

〇
高

性
能

林
業

機
械

施
業

促
進

事
業

の
助

成
機

銃
の

改
正

〇
高

性
能

林
業

機
械

貸
付

、
個

別
貸

付
と

セ
ッ

ト
貸

付
を

開
始

19
〇

〇
労

働
力

確
保

支
援

上
の

助
成

金
を

開
始

〇 〇
青

年
林

業
就

業
者

確
保

対
策

事
業

を
開

始
21

〇
第

2回
理

事
会

に
お

い
て

公
益

財
団

へ
の

移
行

を
議

決
（

R2
1.

2.
17

）

福
利

厚
生

事
業

助
成

金
の

社
会

保
険

料
助

成
金

に
助

成
限

度
額

、
標

準
報

酬
月

額
30

万
円

を
追

加
205 6 8 9

基
本

財
産

の
運

用
の

手
続

き
等

を
定

め
る

評
議

員
会

運
営

検
討

部
会

設
置

要
領

を
制

定
(1

2.
11

.2
)

10 12

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

中
部

北
陸

ブ
ロ

ッ
ク

連
絡

会
議

を
愛

知
県

で
開

催

15

機
械

の
貸

し
出

し
に

「
長

期
貸

出
し

制
（

年
間

21
0日

)」
を

導
入

日
本

国
土

開
発

(株
)が

会
社

更
生

法
適

用
を

申
請

。
そ

の
後

同
社

債
は

債
務

不
履

行
と

な
る

。
（

10
.1

2.
1)

寄
付

行
為

が
改

正
さ

れ
、

役
員

及
び

評
議

員
の

任
期

が
３

年
か

ら
２

年
と

な
っ

た
。

(1
1.

6.
17

)
第

1回
高

性
能

林
業

機
械

操
作

技
術

コ
ン

テ
ス

ト
（

新
城

市
桜

淵
公

園
）

で
開

催
（

11
.1

1.
2 

平
成

13
年

度
ま

で
開

催
)

11

第
1回

愛
知

の
も

り
び

と
交

流
会

（
鳳

来
町

）
で

開
催

（
平

成
13

年
度

ま
で

開
催

）
機

械
活

用
調

整
等

会
議

を
初

開
催

（
13

.2
.1

8 
以

降
、

毎
年

度
２

〜
3回

開
催

)

中
退

共
掛

金
の

助
成

対
象

限
度

額
を

引
き

上
げ

(1
0.

4.
1

4,
00

0円
/1

人
・

１
か

月
⇒

5,
00

0円
/1

人
・

１
か

月
）

森
林

の
仕

事
ガ

イ
ダ

ン
ス

が
全

国
規

模
で

開
始

（
14

.1
.2

4・
25

 
中

部
地

区
：

中
小

企
業

セ
ン

タ
ー

）

13

（
助

成
限

度
額

と
し

て
森

林
組

合
及

び
認

定
事

業
体

40
0千

円
以

内
、

そ
の

他
の

事
業

体
20

0千
円

以
内

⇒
助

成
単

価
と

し
て

森
林

組
合

及
び

認
定

事
業

体
40

0円
、

そ
の

他
の

事
業

体
20

0
円

）

18

社
会

保
険

料
助

成
対

象
期

間
が

前
年

度
の

９
月

１
日

か
ら

当
該

年
度

の
8月

31
日

ま
で

と
な

る
。

（
こ

れ
ま

で
は

同
10

月
1日

か
ら

9月
30

日
ま

で
)

高
性

能
林

業
機

械
導

入
事

業
、

高
性

能
林

業
機

械
オ

ペ
レ

ー
タ

ー
技

術
向

上
事

業
の

助
成

金
を

開
始

19



〇 〇
〇

福
利

厚
生

事
業

を
林

業
担

い
手

確
保

支
援

事
業

に
変

更
、

〇
社

会
保

険
料

助
成

金
の

標
準

報
酬

月
額

28
万

円
と

す
る

。
〇

〇

〇 〇
公

益
財

団
法

人
移

行
の

登
記

申
請

(2
4.

3.
22

)
〇

公
益

財
団

法
人

愛
知

県
林

業
振

興
基

金
発

足
（

24
.4

.1
)

〇
高

性
能

林
業

機
械

の
セ

ッ
ト

貸
付

を
廃

止
〇

公
益

財
団

法
人

愛
知

県
林

業
振

興
基

金
運

営
委

員
会

を
設

置
(2

4.
4.

1)
〇

高
性

能
林

業
機

械
導

入
助

成
事

業
の

助
成

率
を

修
正

(2
4.

7.
23

)
〇

臨
時

理
事

会
に

お
い

て
業

務
執

行
理

事
を

選
任

（
24

.6
.2

5）
〇

業
務

方
法

書
及

び
助

成
基

準
を

訂
正

(2
4.

7.
23

）
〇 〇

〇 〇
社

会
保

険
料

助
成

事
業

の
廃

止
（

26
.2

.1
3）

26
〇

第
2回

理
事

会
に

お
い

て
愛

知
県

植
木

セ
ン

タ
ー

の
運

営
事

務
受

託
に

つ
い

て
議

決
(2

7.
2.

12
)

〇
新

規
林

業
就

業
者

雇
用

対
策

助
成

事
業

の
創

設

〇 〇

29 30
〇

〇
森

林
環

境
譲

与
税

活
用

事
業

を
開

始
(3

1.
4.

1)

(3
1.

4.
1)

〇
森

林
整

備
工

事
参

加
事

業
体

育
成

研
修

を
開

始
〇

県
産

木
材

利
活

用
支

援
事

業
を

開
始

〇
林

業
就

業
支

援
講

習
を

廃
止

（
全

国
森

林
組

合
連

合
と

共
同

で
厚

生
労

働
省

の
入

札
に

参
加

し
た

が
落

札
で

き
な

か
っ

た
た

め
）

〇
代

表
理

事
を

非
常

勤
か

ら
常

勤
に

変
更

（
2.

7.
1〜

)
〇

「
緑

の
雇

用
」

事
業

現
場

管
理

責
任

者
（

フ
ォ

レ
ス

ト
リ

ー
ダ

ー
）

育
成

研
修

を
開

始
〇

愛
知

県
監

査
委

員
事

務
局

に
よ

る
財

政
的

援
助

団
体

等
監

査
（

2.
11

.5
〜

11
.6

）
〇 〇 〇

定
款

の
改

正
に

伴
い

、
各

種
規

程
、

要
綱

、
要

領
を

改
正

（
2.

11
.2

0）
〇

植
木

セ
ン

タ
ー

管
理

事
務

所
に

お
け

る
作

業
員

設
置

要
綱

を
制

定
（

3.
2.

1)

〇
「

緑
の

雇
用

」
事

業
及

び
森

林
環

境
譲

与
税

活
用

事
業

等
に

お
け

る
研

修
管

理
者

等
設

置
要

綱
の

制
定

（
R3

.4
.1

)
〇

森
林

整
備

工
事

参
加

事
業

体
育

成
研

修
の

開
始

（
R3

.4
.1

)
〇

〇
県

産
木

材
利

活
用

支
援

事
業

を
廃

止

第
3回

理
事

会
に

お
い

て
退

職
金

「
共

済
制

度
共

済
制

度
掛

金
助

成
事

業
要

領
」

の
廃

止
承

認
、

事
業

の
再

編
報

告
（

高
性

能
林

業
機

械
研

修
等

助
成

事
業

、
林

業
就

業
支

援
事

業
、

普
及

啓
発

事
業

）
、

「
会

計
処

理
規

程
」

の
改

正
を

議
決

（
25

.3
.7

)

24

〇

森
林

環
境

譲
与

税
活

用
事

業
に

お
い

て
、

高
性

能
林

業
機

械
の

操
作

技
術

向
上

に
取

り
組

む
林

業
事

業
体

が
臨

時
的

に
導

入
す

る
高

性
能

林
業

機
械

の
賃

借
経

費
を

助
成

す
る

事
業

を
令

和
元

年

第
1回

理
事

会
に

お
い

て
最

初
の

評
議

員
選

任
方

法
を

議
決

（
R2

2.
6.

8 
公

益
財

団
法

人
へ

の
移

行
手

続
き

）
22

「
緑

の
雇

用
」

現
場

技
能

者
育

成
事

業
（

フ
ォ

レ
ス

ト
ワ

ー
カ

ー
）

を
開

始

第
２

回
評

議
員

会
に

お
い

て
公

益
財

団
法

人
移

行
後

の
新

理
事

・
新

監
事

を
選

任
(2

3.
10

.1
8)

第
２

会
理

事
会

に
お

い
て

公
益

財
団

法
人

移
行

後
の

代
表

理
事

を
選

任
、

併
せ

て
定

款
等

の
改

正
を

議
決

（
23

.1
0.

24
)

23
第

３
回

理
事

会
に

お
い

て
公

益
財

団
法

人
移

行
に

伴
う

諸
規

定
の

新
設

・
改

廃
を

議
決

（
24

.2
.1

4)

森
林

・
林

業
人

材
育

成
加

速
化

事
業

助
成

金
事

務
取

扱
要

領
及

び
内

規
の

改
正

（
25

.4
.1

)
第

1回
理

事
会

に
お

い
て

「
高

性
能

林
業

機
械

導
入

助
成

事
業

の
助

成
対

象
経

費
及

び
助

成
基

準
の

一
部

改
正

、
「

会
計

処
理

規
程

｝
の

別
表

「
勘

定
科

目
表

」
の

一
部

改
正

を
議

決
（

25
.5

.2
9)

25

植
木

セ
ン

タ
ー

管
理

事
務

所
現

地
調

査
（

評
議

員
、

理
事

、
監

事
）

(2
7.

8.
2)

27

植
木

セ
ン

タ
ー

管
理

事
務

所
の

指
定

管
理

者
と

し
て

管
理

運
営

植
木

セ
ン

タ
ー

管
理

事
務

所
の

指
定

管
理

者
と

し
て

管
理

運
営

業
務

を
開

始
(2

8.
4.

1〜
32

.3
.3

1)

28

第
２

回
評

議
委

員
会

に
お

い
て

理
事

長
を

も
っ

て
代

表
理

事
と

し
、

常
務

理
事

を
も

っ
て

業
務

執
行

理
事

と
す

る
こ

と
と

す
る

旨
、

定
款

の
改

正
を

議
決

（
2.

11
.2

0）
第

2回
評

議
委

員
会

に
お

い
て

定
款

第
4条

第
4号

木
材

の
生

産
・

利
用

の
推

進
及

び
森

林
整

備
に

関
す

る
事

業
と

し
、

第
５

号
そ

の
他

こ
の

法
人

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

に
必

要
な

事
業

と
す

る
旨

、
定

款
の

改
正

を
議

決
（

2.
11

.2
0）

2

第
１

回
評

議
員

会
に

お
い

て
愛

知
県

林
業

振
興

基
金

役
員

及
び

評
議

員
の

報
酬

等
並

び
に

費
用

に
関

す
る

規
程

の
改

正
を

議
決

（
2.

6.
26

)

20



〇
「

緑
の

雇
用

」
事

業
及

び
森

林
環

境
譲

与
税

活
用

事
業

等
に

お
け

る
研

修
管

理
者

等
設

置
要

領
の

制
定

（
R3

.4
.1

)

〇
第

3回
理

事
会

に
お

い
て

（
公

財
)愛

知
県

林
業

振
興

基
金

財
産

の
運

用
管

理
に

関
す

る
規

程
を

議
決

(4
.2

.2
5)

〇
（

公
財

）
愛

知
県

林
業

振
興

基
金

弔
慰

見
舞

金
規

則
を

制
定

(4
.4

.1
)

〇
高

性
能

林
業

機
械

の
取

得
又

は
改

良
の

か
め

の
機

械
準

備
資

産
の

積
立

を
可

能
と

す
る

規
程

を
施

行
(5

.3
.1

)
〇

森
林

整
備

工
事

参
加

事
業

体
育

成
研

修
の

廃
止

（
R5

.3
.3

1)
〇

緑
化

樹
木

活
用

普
及

等
事

業
を

開
始

〇
第
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付
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→
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→
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→

→
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→
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4
 
公

益
財

団
法

人
 
愛

知
県

林
業

振
興

基
金

職
員

就
任

状
況

（
令

和
元

年
度

か
ら

令
和

５
年

度
ま

で
）

職
　
名
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1
（
2
0
1
9
）

R
2
（
2
0
2
0
）
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3
（
2
0
2
1
）

R
4
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0
2
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3
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事
務
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長
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口
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史

→
坪
井
　
克
斗

→
→
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専
門
員

栗
本
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江

上
田
　
直
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嘱
託
員
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矢
　
満
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→
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員

岩
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宇
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好

→
→

中
野
　
恒
彦

嘱
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員
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木
　
正

→
→

→
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口
　
博
史

嘱
託
員

上
田
　
直
子

佐
竹
　
政
利

→
落
合
　
誠

→

職
　
名

所
長

福
浦
　
正
康

→
→

→
日
比
野
　
友
昭

副
所
長

田
村
　
正
泰

近
藤
　
巧

→
→

→

主
査

鷲
野
　
宏
正

→
栗
田
　
悟

→
→

主
査

土
屋
　
健

→
早
川
　
敬
純

→
伊
藤
　
正
美

嘱
託
員

坂
倉
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→
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→
福
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康

嘱
託
員

杉
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康
弘

→
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→
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託
員
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田
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子
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→
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託
員
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泰

→
→

村
瀬
　
秀
樹

（
植
木
セ
ン
タ
ー
管
理
事
務
所
）
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単位：千円

平成5年度 1,000,000 1,000,000 0 1,688 0.17%
平成6年度 2,001,484 2,001,484 0 41,505 2.07%
平成7年度 3,000,000 3,000,000 0 59,936 2.00%
平成8年度 3,000,000 2,999,252 748 84,552 2.82%
平成9年度 3,000,000 2,997,754 2,246 90,101 3.00%
平成10年度 3,000,000 2,997,754 2,246 84,108 2.80%
平成11年度 3,000,000 2,992,900 7,100 79,500 2.65%
平成12年度 2,700,000 2,695,034 4,966 54,456 2.02%
平成13年度 2,718,232 2,715,034 3,198 52,111 1.92%
平成14年度 2,718,232 2,716,034 198 50,318 1.85%
平成15年度 2,718,232 2,716,034 198 50,414 1.85%
平成16年度 2,718,232 2,716,034 198 50,414 1.85%
平成17年度 2,718,232 2,716,034 198 50,414 1.85%
平成18年度 2,720,053 2,718,034 198 50,414 1.85%
平成19年度 2,721,903 2,721,315 588 49,792 1.83%
平成20年度 2,723,791 2,723,026 768 48,402 1.78%
平成21年度 2,724,274 2,723,276 998 47,404 1.74%
平成22年度 2,724,514 2,723,616 898 45,224 1.66%
平成23年度 2,724,624 2,723,726 898 40,172 1.47%
平成24年度 2,724,734 2,723,726 898 39,766 1.46%
平成25年度 2,724,844 2,723,946 898 39,766 1.46%
平成26年度 2,724,954 2,724,056 898 39,766 1.46%
平成27年度 2,725,064 2,724,166 898 39,766 1.46%
平成28年度 2,725,174 2,724,276 898 39,766 1.46%
平成29年度 2,805,699 2,804,801 898 40,135 1.43%
平成30年度 2,725,298 2,721,400 3,898 34,404 1.26%
令和元年度 2,725,298 2,700,000 25,298 28,547 1.05%
令和2年度 2,725,298 2,700,000 25,298 18,671 0.69%
令和3年度 2,725,298 2,700,000 25,298 12,611 0.46%
令和4年度 2,725,298 2,720,000 5,298 11,787 0.43%
令和5年度 2,725,298 2,720,000 5,298 11,837 0.43%
(令和6〜9年度) 2,725,298 2,720,000 5,298 11,837 0.43%

平均利回り
年度    

運用益

5 基本財産の運用益及び利回りの推移

運用資金 有価証券 定期預金
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台
平成６年度 2
平成７年度 6
平成８年度 10
平成９年度 14
平成１０年度 18
平成１１年度 18
平成１２年度 18
平成１３年度 18
平成１４年度 18
平成１５年度 19
平成１６年度 20
平成１７年度 21
平成１８年度 31
平成１９年度 29
平成２０年度 30
平成２１年度 27
平成２２年度 24
平成２３年度 22
平成２４年度 20
平成２５年度 19
平成２６年度 15
平成２７年度 10
平成２８年度 10
平成２９年度 8
平成３０年度 8
令和元年度 6
令和２年度 5
令和３年度 5
令和４年度 3
令和５年度 3

6 基金の高性能林業機械保有台数の推移

年 度 保有台数
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概
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組
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齢
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定
事

業
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率

健
康

上
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事

が
き

つ
い

認
定

事
業

主
名
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用

研
修
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業

に
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事
退

 
 

 
 

職

※
上
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の
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、

鳳
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リ
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ン
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ラ

ブ
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名
、

大
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木
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、

片
岡
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独
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亡
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業
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件
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勤

・
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の

問
題

家
族

の
都

合
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8 緑の雇用事業フォレストリーダー育成状況 (単位：人)

1 豊田森林組合 2 3 4 4 13

2 岡崎森林組合 1 4 1 2 8

3 豊根森林組合 2 2

4 肥田木材 1 1 1 3

5 丸兼林業(有) 1 1 2

6 東海工営㈱ 2 1 3

7 (株)山建ナビック 1 1

8 本州林業 1 1

9 (株)田村組 1 1 2

10 西山林業合同会社 1 1 2

11 (有)池野商店 1 1 2

12 (株)佐合木材愛知支店 1 2 3

13 カネ与木材㈱ 1 1

14 (株)緑豊 2 1 3

15 (有)サンアイ 0

16 (株)杉生 1 1

17 (株)市川造園 1 1

18 (有)岡本環境造園 1 1

19 ハッピーマウンテン 1 1

20 (株)河本材木店 1 1

21 (一社)奏林舎 1 1

22 西垣林業フォレスト(株) 2 2

計 22認定事業主 14 12 8 20 54

計認定事業主      年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
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